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2011年9月～2015年4月
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基準価額の推移と分配金について

平素は「三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド」（以下、当ファンド）を
ご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは第55期決算（2015年5月12日）を迎え、収益分配を行いましたので、市場環
境や今後の見通し等とあわせてご報告申し上げます。

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
第55期決算～収益分配と今後の見通しについて～

2015年5月12日

当ファンドは、この度第55期決算（2015年5月12日）を迎え、分配金をお支払いしました。分配
対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とし、分配金
額は、収益分配方針に基づき、基準価額水準、市況動向等を勘案し、100円（1万口当たり、税引前）
としました。なお、分配金お支払い後の基準価額は4,713円となっています。

分配金は第2期決算（2010年12月13日）以降、継続してお支払いしています。なお、設定来の
分配金の累計額は8,150円です。

＜分配実績（1万口当たり、税引前）＞

＜基準価額、純資産総額の推移＞

税引前分配金
再投資基準価額
14,410円
騰落率（設定来）
44.1%
（2015年5月12日時点）

（注1）データは2010年10月28日（設定日）～ 2015年5月12日。
（注2）基準価額、税引前分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
（注3）税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。
（注4）ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資した場合の数値であり、実際の投資家利回りとは異なります。
※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を保証するものではありません。

（注）データは2010年11月～2015年5月。
※ 上記は過去の実績であり、将来の分配を保証するものではありません。分配金額は委託会社が収益分配方針に基づき、

基準価額水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

2015年5月
（第55期）

分配金額
100円

投資家の皆さまへ

三井住友アセットマネジメント株式会社
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（年/月）

（単位：円）

利息収入等 債券価格変動等 計

2014年4月 31 12 42 129 -10 162 -150 12

2014年5月 20 30 50 9 -10 49 -150 -101

2014年6月 19 28 47 110 -10 148 -150 -2

2014年7月 19 -66 -47 5 -3 -45 -150 -195

2014年8月 22 43 65 97 -9 154 -150 4

2014年9月 20 -160 -140 -148 -10 -298 -150 -448

2014年10月 23 102 125 136 -9 252 -150 102

2014年11月 22 -32 -10 254 -8 236 -150 86

2014年12月 22 -77 -54 -198 -9 -261 -150 -411

2015年1月 22 28 50 110 -8 152 -150 2

2015年2月 23 86 110 -470 -7 -367 -150 -517

2015年3月 17 -45 -28 -495 -7 -530 -150 -680

過去３ヵ月間 63 69 132 -854 -23 -745 -450 -1,195

過去６ヵ月間 130 62 193 -662 -49 -518 -900 -1,418

過去１年間 261 -50 211 -459 -99 -348 -1,800 -2,148

総合計
債券、為替、
その他の合計

要因
債券

為替 分配金その他

Ｑ１．当期の分配金決定の背景について教えてください。

基準価額や分配対象額の水準、当ファンドを取り巻く運用環境等を総合的に勘案し、今後も継続
的な分配金のお支払いを目指すため、当期の分配金を100円（1万口当たり、税引前）と決定させ
ていただきました。

なお、分配金はファンドの純資産から支払われるため、分配されなかった分はファンドに留保さ
れ、引き続き運用されます。

（注）データは月間の基準価額の変動額を主な要因に分解した概算値です（1万口当たり、分配金は税引前）。四捨五入の関係上、
合計が合わない場合があります。

（出所）ピムコジャパンリミテッドのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成
※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を保証するものではありません。

Ｑ2．米ハイイールド債の動向について教えてください。

＜米ハイイールド債の推移＞

（注1）データは2010年10月28日～2015年5月11日。2010年10月28日を100として指数化。
（注2）米ハイイールド債はBofAメリルリンチ・米ハイイールド・BB-B格インデックス（円ヘッジベース）。
（出所）FactSetのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

米国では政策金利の引上げが視野に入っており、国債利回りの上昇（価格は下落）が懸念される
こと、原油価格が大幅に下落したこと等を背景に、米ハイイールド債は上値が抑えられる展開に
なっています。

＜基準価額の変動要因 （2014年4月～2015年3月）＞

※上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を
示唆あるいは保証するものでもありません。
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＜経済環境および米ハイイールド債市場の見通し＞

米国では労働市場の着実な回復に加え、株価・住宅価格の上昇に伴う資産効果が消費を押し上げ、自
律的な経済成長が進むと期待されます。また、原油安は家計の実質所得の増加につながることから、米
国経済の約7割を占める消費の拡大に寄与することが期待されます。米ハイイールド企業には内需関連企
業が多いことから、このような消費中心の回復は米ハイイールド債市況にとってプラス材料と考えられ
ます。

このようなマクロ経済環境の下、米ハイイールド債のデフォルト（債務不履行）率は低水準に留まっ
ています。米ハイイールド企業は低金利環境を活用した借り換えを通じて、債務期限を長期化してきた
ため、足下の借り換えリスクが抑えられていること等からデフォルト率は今後も低水準で推移すると考
えられます。また、米ドル高や原油安が与える影響等は注視する必要があるものの、先進国を中心に世
界的な低金利環境が続く中で、米ハイイールド債の相対的に高い利回りに対する投資家の需要がある点
も、米ハイイールド債のサポート要因であると考えます。

（注）信用スプレッドはBofAメリルリンチ・米ハイイールド・マスター
Ⅱ・インデックスの国債に対するオプション調整済スプレッド
（OAS）。デフォルト率は米ハイイールド債市場のムーディーズ
のデフォルト率（12ヵ月移動平均、発行体ベース）。

（出所）ピムコジャパンリミテッドのデータを基に三井住友アセット
マネジメント作成

＜信用スプレッドとデフォルト率の推移＞

（1997年1月末～2015年3月末）

Ｑ3．今後の見通しと運用方針について教えてください。

＜各債券の 終利回り水準＞

（2015年4月末時点）

（注）日本国債はシティ日本国債インデックス、先進国国債（除く日本）
はシティ世界国債インデックス（除く日本）、米国国債はシティ米
国国債インデックス、米投資適格社債はバークレイズ・米国社債、
米ハイイールド債（BB-B格）はBofAメリルリンチ・米ハイイール
ド・BB-B格インデックス、新興国国債はJPモルガンEMBIグロー
バル、米ハイイールド債はBofAメリルリンチ・米ハイイールド・
マスターⅡ・インデックスの各 終利回りを使用。

（出所）FactSetのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

※上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証する
ものでもありません。

※上記の見通しは当資料作成時点のものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆あるいは保証するものではありません。
今後、予告なく変更する場合があります。

※当ファンドが投資対象とする外国投資信託の運用会社である、PIMCOのコメントを基に作成しています。

当ファンドが
主要投資対象とする
外国投資信託の
利回りは5.0%
（2015年3月末）

＜ブラジルレアルの見通し＞

ブラジルは2期目を迎えたルセフ政権の下、財政健全化と高金利政策によるインフレ抑制を意図した政
策が進められています。この政策は短期的には経済成長の促進にはつながりにくいと考えられますが、
中長期的にはインフレ率の安定化がバランスのとれた成長構造の実現につながると期待されます。

ブラジルレアルは国営石油会社ペトロブラスの汚職問題に対する懸念等を背景に軟調な展開が続いた
ものの、4月末には監査済み決算が公表されたこと等を受け、ブラジルレアルに対する過度な懸念が和ら
ぎつつあることは明るい材料です。また、多くの先進国では当面、政策金利が低位で推移すると見込ま
れている中、ブラジルではインフレ抑制を目的に政策金利が相対的に高く設定されると考えられ、ブラ
ジルレアルがもたらす相対的に高い利回りはブラジルレアルのサポート材料になると期待されます。
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＜ブラジルレアルの推移＞
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＜今後の運用方針＞

運用に関しては、前述の見通しの下、マクロ環境の変化に対する耐性等も配慮しながら慎重に業種・
銘柄選択を行う方針です。具体的には、参入障壁が高いヘルスケアやキャッシュフローが安定的な携帯
電話等の投資比率を多めとします。一方、資源価格の変動の影響を受けやすいと考えられる金属・鉱業
やエネルギー関連のセクターの投資比率を少なめとする方針です。特に、エネルギー関連セクターの中
でも原油価格への感応度が高い採掘・開発関連の銘柄により慎重な見方をする一方で、パイプライン関
連の銘柄は原油価格下落の影響を相対的に受けにくいとの見方から、選択的に銘柄を組み入れる方針で
す。

受益者の皆様のご期待に沿える運用を目指してまいりますので、今後とも当ファンドをご愛顧くださ
いますようお願いいたします。

（注）データは2010年10月28日～2015年5月11日。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

※上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を
示唆あるいは保証するものでもありません。

※上記の今後の運用方針は当資料作成時点のものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆あるいは保証するものではあり
ません。今後、予告なく変更する場合があります。
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【ファンドの目的・特色】

【投資リスク】

＜ファンドの目的＞

投資信託への投資を通じて、実質的に米国のハイイールド債に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を
行います。

＜ファンドの特色＞

１ 米国のハイイールド債※中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

ファンド・オブ・ファンズ方式の運用により、実質的にBB～B格相当の米国の債券を中心に投資します。

※ハイイールド債とは、格付けがBB格相当以下の債券をいいます。

一般的にハイイールド債は、投資適格債券（BBB格相当以上）に比べて、債務の返済能力が相対的に劣り、利息や元本の支払いが停滞したり、支払

われなくなるリスクが高い分、利回りは相対的に高くなっています。

２ 原則として、「米ドル」売り、「ブラジルレアル」買いの為替取引を行います。

実質的に組み入れる外貨建資産については、為替予約取引等を活用し、ブラジルレアル建ての資産を保有するのと同様の為替変動効果を目指しま

す。

３ 債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。

当ファンドの運用指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。

なお、当ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託は、パシフィック･インベストメント･マネジメント･カンパニー･エルエルシー（米国）（略称：PIMCO）

が運用を行います。ピムコジャパンリミテッドは、PIMCOグループの日本における拠点です。

４ 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。

原則として毎月12日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

分配金額は、委託会社が収益分配方針に基づき、基準価額水準、市況動向等を考慮し決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場

合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

＜基準価額の変動要因＞
ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。ファンドが組み入れる投資信託は、主として海外の債券を投資対象としており、その価格は、
保有する債券の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。ファンドが組み入れる投資信託の価格の変
動により、ファンドの基準価額も上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されている
ものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。

債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保
有する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。

為替変動リスク
ファンドの投資対象である外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行うため、ブラジルレアルの対
円での為替変動の影響を受けます。為替相場がブラジルレアルに対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。なお、
米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引が完全にできるとは限らないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける可能性があります。また、ブラ
ジルレアルの金利が米ドルの金利より低い場合、その金利差相当分の為替取引によるコストがかかります。

信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金
を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投
資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

派生商品リスク
各種派生商品（先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等）の活用は、当該派生商品価格が、その基礎となる資産、利率、指数等の変動以上の値動
きをすることがあるため、ファンドの基準価額が大きく下落する要因ともなります。

市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮
小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの
基準価額が下落する要因となります。

＜その他の留意点＞
●ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
●ファンドの投資対象である外国投資信託において為替取引を行う場合、直物為替先渡取引（NDF）を利用する場合があります。NDFの取引価格は、需

給や当該通貨に対する期待等の影響により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。したがって、実際の為替市場や金利
市場の動向から想定される動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、当該取引において、取引先リスク（取引の相手方の倒
産等により取引が実行されないこと）が生じる可能性があります。

●投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受
け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
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● お申込みメモ 　　

購入単位 販売会社または委託会社にお問い合わせください。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。

購入代金 販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。

換金単位 販売会社または委託会社にお問い合わせください。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（0.3％）を差し引いた価額となります。

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。

申込締切時間 原則として、午後3時までに購入、換金の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とし

ます。

購入の申込期間 原則としていつでもお申し込みできます。

換金制限 ─

購入・換金申込受付 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金の申込みの受付けを中止

の中止及び取消し させていただく場合、既に受け付けた購入、換金の申込みを取り消させていただく場合があります。

信託期間 2010年10月28日から2020年10月13日までです。

繰上償還 委託会社は、受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が

発生したときは、あらかじめ受益者に書面により通知する等の所定の手続きを経て、繰上償還させることがあります。

決算日 毎月12日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 毎月決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。（委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。）

分配金受取りコース： 税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。

分配金自動再投資コース： 税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。

※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

信託金の限度額 3,000億円

公告 日本経済新聞に掲載します。

課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。

益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

※上記は作成基準日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、変更される場合があります。

お申込不可日 ニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合には、購入、換金の申込みを受け付けません。



販売用資料

9/10このレポートの 終ページにある｢当資料のご利用にあたっての注意事項｣を必ずご覧下さい。

● ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入価額に3.24％（税抜き3.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社に

お問い合わせください。

信託財産留保額 換金時に、1口につき、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じた額が差し引かれます。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 ファンドの純資産総額に年1.7496％（税抜き1.62％）の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託

（信託報酬） 財産中から支払われます。

＜信託報酬の配分（税抜き）＞

※ 上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

※ 委託会社の報酬には、ファンドの運用の指図の委託先への報酬（年0.6804％（税抜き0.63％））が含まれております。

＊ 投資対象とするSMAM･マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞においても信託報酬がかかります（組入評価額に対

し 大年0.1944％（税抜き0.18％）程度）。

その他の費用・手数料 上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等（それらにかかる消費税

等相当額を含みます。）が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定

し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。

※ ファンドの費用（手数料等）の合計額、その上限額、計算方法等は、ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載する

ことはできません。

● 税金 税金は表に記載の時期に適用されます。

以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および

譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象と

なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

法人の場合は上記とは異なります。

税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

● 委託会社・その他の関係法人

委託会社 ファンドの運用の指図を行います。

三井住友アセットマネジメント株式会社　　　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第399号　　

加入協会　一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ホームページ　：　http://www.smam-jp.com

電話番号　：　0120－88－2976　［受付時間］　営業日の午前9時～午後5時

受託会社 ファンドの財産の保管および管理を行います。

三井住友信託銀行株式会社

販売会社 ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。

投資顧問会社 ファンドの運用指図に関する権限の一部の委託を受け、投資信託財産の運用を行います。

ピムコジャパンリミテッド

分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税　普通分配金に対して20.315％

換金（解約）時及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税　換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

委託会社 販売会社 受託会社

年0.88％ 年0.7％ 年0.04％

時　　　期 項　　　目 税　　　金
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当資料のご利用にあたっての注意事項

●当資料は、三井住友アセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンド以外の特定の投資信託・生命保険・株

式・債券等の売買等を推奨するものではありません。

●当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする 新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご

自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と

異なる内容が存在した場合は、 新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

●投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。し

たがって元本や利回りが保証されているものではありません。

●投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保

護基金の支払対象とはなりません。

●当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

●投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。

●当資料は三井住友アセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

●当資料にインデックス･統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

●当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用･分配金実績、運用方針等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を

保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあり、将来に関し述べられた運用方針も変更されることがあります。

●当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。

●販売会社

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○

むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号 ○ ○
明和證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第185号 ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○
水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号 ○ ○

奈良証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第25号 ○
播陽証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第29号 ○

ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第114号 ○
東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号 ○

スターツ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第99号 ○
髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○
カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○

販売会社名 登録番号
日本証券

業協会

一般社団法人

第二種金融商

品取引業協会

一般社団法人

日本投資顧問

業協会

一般社団法人

金融先物取引

業協会

備考
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